
平
成
二
十
八
年
一
月
十
八
日
提
出

質

問

第

五

九

号

基
礎
年
金
部
分
を
株
式
運
用
す
る
海
外
の
事
例
の
有
無
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

山

井

和

則
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基
礎
年
金
部
分
を
株
式
運
用
す
る
海
外
の
事
例
の
有
無
に
関
す
る
質
問
主
意
書

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
は
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
寄
託
さ
れ
た
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
を
行
っ
て
お

り
、
二
〇
一
四
年
十
月
に
は
、
そ
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
変
更
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
内
訳
は
、
国
内
債
券
が
三
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
、
国
内
株
式
が
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
外
国
債
券
が
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
外
国
株
式
が
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
点
に
関
し
、
以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

海
外
の
国
民
を
対
象
と
す
る
年
金
制
度
で
、
基
礎
年
金
部
分
を
株
式
で
運
用
し
て
い
る
国
は
、
ど
こ
が
あ
り
ま
す
か
。

二

米
国
で
は
、
国
民
を
対
象
と
す
る
年
金
制
度
で
、
基
礎
年
金
部
分
を
株
式
で
運
用
し
て
い
ま
す
か
。
も
し
、
米
国
で
は
基

礎
年
金
部
分
が
株
式
で
運
用
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。


